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資 料 配 布 

配 布 

日 時 

平成２８年２月３日 

１４時００分 

 

件 名 

淀川水系大戸川ダム建設事業の 

「関係地方公共団体からなる検討の場」について 

～（第１回）・（第３回幹事会）の開催～ 
 

概 要 

 

◇大戸川ダム建設事業の検証を目的とした「大戸川ダム建設事業の関係地方公

共団体からなる検討の場＊」について、（第１回）・（第３回幹事会）を下記の

日時にて開催いたします。 

 ＊：平成２３年１月に、大戸川ダム建設事業の検証に係る検討を進めるに当

たり、地域の意向を十分に反映するため、検討主体と関係地方公共団体

において相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深め、検討主体の

提案する議題について意見を述べることを目的として設置しています。 

 

 

検討の場では、治水対策案の評価及び総合評価（案）、総合的な評価（案）

等について討議します。  

 

 

○大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場 

  （第１回）・（第３回幹事会） 

・日時 平成２８年２月８日（月）10:00～12:00（受付開始9:30） 

・場所 大阪合同庁舎1号館 第1別館 ２階 大会議室 

 

 

（原則公開といたしますが、会議の撮影は冒頭までとします。） 

 

 

 

取 扱 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

配  布 

場  所 
近畿建設記者クラブ     大手前記者クラブ 

滋賀県政記者クラブ     京都府政記者クラブ 

 

問い合わせ先 

 

 国土交通省近畿地方整備局 

    河川部 河川計画課 課長   奥野 真章 

                    電話 06-6945-6355 

 

 



 

 

別紙 

 

「大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」 

（第１回）・（第３回幹事会）の開催について 

 

大戸川ダム建設事業の検証に係る検討を進めるにあたり設置した「大戸川ダム建設事業

の関係地方公共団体からなる検討の場（第１回）・（第３回幹事会）」を下記のとおり開催し

ます。 

 

①  議  事：別紙議事次第のとおり（参考資料－１） 

②  開催日時：平成２８年２月８日（月） 10:00～12:00（受付開始9:30） 

③  開催場所：大阪合同庁舎1号館 第1別館 ２階 大会議室（下図参照） 

        住所：大阪市中央区大手前1-5-44 

        電話：06-6942-1141（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④  検討の場の構成：滋賀県知事  

京都府知事 

大阪府知事 

大津市長 

甲賀市長 

     宇治市長 

守口市長 

          近畿地方整備局長 

 

   幹事会の構成：滋賀県土木交通部長 

          京都府建設交通部長 

          大阪府都市整備部長 

          大津市建設部長 

          甲賀市建設部長 

          宇治市理事 

          守口市下水道部長 

          近畿地方整備局河川部長 

 

⑤ 取  材： 

原則公開を予定しています。取材を希望される方は、当日会場へお越しいただき、受

付にて必要事項をご登録下さい。 

会議風景のＴＶ・ビデオ・写真撮影は冒頭までとし、発言の記録は会議の進行に支障

を来さない範囲で可能とします。ただし、当日の議事内容によっては変更する場合があ

ります。また、資料は当日会場にて配付する予定です。 

 



⑤  傍  聴： 

傍聴を希望される方は、当日会場にて受付を行います。なお、会場の都合により傍聴

者席には限りがあります。このため、傍聴受付は先着順とさせていただきます。 

会議の進行に支障を来す行為等があった場合には、傍聴をお断りしたり退出をお願い

したりする場合があります。 

 

 



                         参考資料－１ 

 

(案) 

大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第１回） 

大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第３回幹事会） 

 
 

議事次第 

 

日時：平成28年 2月8日（月） 10:00～12:00  

場所：大阪合同庁舎 第1 号館 第1 別館 2 階 大会議室 
 

 

開会 

１． 挨拶 

２． 大戸川ダム建設事業の概要 

３． 大戸川ダム建設事業の検証に係る検討状況 

４． 大戸川ダム建設事業の検証に係る検討の内容 

（1） 治水対策案のパブリックコメント結果 

（2） パブリックコメントを踏まえた治水対策案の追加 

（3） 治水対策案の評価軸ごとの評価 

（4） 総合的な評価（案） 
 

５． その他 

閉会 

 


